
INA 2006. 4 10

広報3月号でお知らせしたとおり、町では住民のみなさんに対し、より効率

的な窓口対応ができるよう、業務の内容を見直しました。

4月1日からの役場庁舎内の課の配置は図のとおりとなります。

平成13年の都市計画法改正に

より既存宅地確認制度が廃止さ

れましたが、既存宅地確認を受

けた土地における建築について

は、都市計画法改正法附則（以

下「改正法」という）第６条の

規定により、自己居住用・自己

業務用の建築物に限り、原則と

して改正法施行後５年間効力を

有します。この５年間が、原則

として平成18年５月17日（以下

「終了日」という）に終了しま

すのでご注意ください。なお、

終了日までに建築工事に着手し

ていない場合には、経過措置の

対象となりません。建築するご

予定のある方はお早めにご相談

ください。

町都市計画課

または、埼玉県北本県土整備事務所
�０４８－５４０－８２０２

問�

「既存宅地確認」
を受けた土地に
おける建築について

こ
の
た
び
、町
で
は
４
月
中
旬
、

伊
奈
町
北
部
に
オ
ー
プ
ン
す
る
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
に
、
町

民
の
み
な
さ
ん
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

形
成
の
場
と
し
て
、
伊
奈
町
パ
ブ

リ
ッ
ク
ル
ー
ム
を
開
設
し
ま
す
。

施
設
の
利
用
方
法
は
、
下
記
の

と
お
り
で
す
。
各
種
会
合
、
サ
ー

ク
ル
活
動
や
地
域
活
動
に
お
役
立

て
く
だ
さ
い
。

利
用
可
能
日

原
則
と
し
て
年
末

年
始
（
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
）

を
除
く
毎
日

利
用
時
間

９
時
〜
21
時

利
用
期
間

２
時
間
を
１
単
位
と

し
て
貸
出
、
連
続
利
用
は
最
大
６

日
間
ま
で

利
用
方
法

所
定
の
用
紙
に
記
入

の
う
え
、
町
生
活
安
全
課
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
生
活
安
全
課
へ

下
図
の
と
お
り
今
年
度
に
一

部
、
道
路
の
廃
止
、
工
事
を
実
施

す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
渋
滞
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
新
た
な
県
道
へ
迂
回
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

都
市
整
備
課
区
画
整
理
工
務

係 問�

直
進�

左
折�

右
折� 4月

か
ら
の
県
道
�

3月までの県道�

4月
から
の県
道�

道路の廃止、工事箇所�

県
道
・
蓮
田
鴻
巣
線�

が
４
月
か
ら
一
部�

変
更
と
な
り
ま
す�

�

県
道
・
蓮
田
鴻
巣
線�

が
４
月
か
ら
一
部�

変
更
と
な
り
ま
す�

�
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（北庁舎）�

役場庁舎１階�総合案内�
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�
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●庁舎内配置図�4月1日より  ※太字表記は新設または業務に変更のある課を表します。�

より身近に、より便利に�

役場の組織がかわります�

ご
利
用
く
だ
さ
い�

パ
ブ
リ
ッ
ク
ル
ー
ム�

パ
ブ
リ
ッ
ク
ル
ー
ム�

●新設または変更した課の名称と主な業務内容�
新設�

変更�

福祉課�
（東庁舎１階）�

住民課�
（東庁舎１階）�

教育総務課�
（北庁舎２階）�

生涯学習課�
（北庁舎２階）�

高齢障害課、健康生活課、保険年金課（医療係）を統合�

従来の住民課の業務のほか、保険年金課（医療係を除く）の事務を承継�
※保健センターの事務はすべて総合センターで行います。�

従来の教育委員会総務課の事務のほか、学校建設準備室の事務を承継�

従来の教育委員会生涯学習課の事務のほか、体育課の事務を承継�

９
時
〜
17
時�

17
時
〜
21
時�

全
日
利
用
の
場
合�

�

５
０
０
円�

１，
０
０
０
円�

３，
０
０
０
円�

� ※�※�

利
用
料
金�

※
２
時
間
単
位
の
料
金�
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町
で
は
、
綾
瀬
川
を
は
じ
め
と

し
た
周
辺
水
環
境
の
水
質
保
全

と
、
公
衆
衛
生
お
よ
び
住
環
境
の

向
上
を
目
的
と
し
て
、
公
共
下
水

道
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

３
月
31
日
か
ら
、
公
共
下
水
道

の
使
用
開
始
区
域
が
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。
新
た
に
下
水
道
が
使
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域
は
、
小

室
地
内
工
業
専
用
地
区
・
細
田
山

地
区
・
中
部
お
よ
び
北
部
区
画
整

理
事
業
地
内
の
一
部
で
す
の
で
、

区
域
内
に
お
住
ま
い
の
方
は
早
め

に
接
続
工
事
を
行
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
を

公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
区
域
の
く
み
取
り
便
所

は
、
３
年
以
内
に
水
洗
便
所
に
改

造
す
る
よ
う
法
律
で
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
し
尿
浄
化

槽
を
お
使
い
の
方
に
つ
い
て
も
、

で
き
る
だ
け
早
く
浄
化
槽
を
廃
止

し
て
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
公
共
下
水
道
に
つ
な
ぐ
に
は

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
工
事

は
、
必
ず
町
が
指
定
し
た
「
指
定

工
事
店
」に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
排
水
設
備
工
事
に
伴
う
費

用
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
都
市
整
備
課
下
水
道

施
設
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す

狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す�

狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す�

広
報
３
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し

た
と
お
り
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を

実
施
し
ま
す
。
都
合
の
良
い
会
場

で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
雨
天
決
行

な
お
、
こ
の
事
業
に
ご
協
力
い

た
だ
い
て
い
る
、
下
記
の
上
尾
伊

奈
獣
医
師
協
会
に
所
属
す
る
動
物

病
院
で
は
、
４
月
１
日
か
ら
６
月

30
日
の
期
間
に
お
い
て
、
集
合
注

射
と
同
等
の
扱
い
で
、
狂
犬
病
ワ

ク
チ
ン
の
接
種
、
登
録
・
済
票
の

交
付
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。環

境
対
策
課

問�

●集合注射日時および会場�
実
施
日�

午前の部�
10:00～11:30 13:30～15:00

午後の部�

ふれあい活動�
センター（ゆめ�
くる）駐車場�

�

４／18�
� 

４／19�
� 

４／20�
� 

４／23�
� 

中島児童公園�
�

町制施行記念�
公園�

多目的広場�
�
�役場駐車場�
�

原児童公園�
�

氷川児童�
公園�
�

南田児童�
公園�
�

なつつばき�
公園�
�

生
活
雑
排
水
（
台
所
、
風
呂
、

洗
濯
等
の
排
水
）
と
、
し
尿
を
併

せ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
合

併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方

に
、
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

対
象下

水
道
の
事
業
認
可
区
域
以
外

に
専
用
住
宅
を
所
有
ま
た
は
建
築

予
定
の
方

補
助
金
の
額
　

浄
化
槽
の
大
き
さ
に
か
か
わ
ら

ず
１
２
０，

０
０
０
円
。

ま
た
、
条
件
に
よ
り
既
存
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
へ

転
換
す
る
場
合
、
転
換
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。（
限
度
額
６

０，

０
０
０
円
）
詳
し
く
は
、
環

境
対
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
補
助
金
制
度
は
、
平
成
17

年
度
を
も
っ
て
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。

小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
者
に
補
助
金

家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
生
ご
み
の

減
量
化
を
図
る
た
め
、
ご
み
処
理

容
器
等
の
購
入
者
に
対
し
て
、
補

助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居

住
し
て
い
る
方
（
事
業
所
は
除
き

ま
す
）

・
処
理
容
器
等
を
常
に
良
好
な
状

態
で
維
持
管
理
で
き
る
方

・
堆
肥
化
さ
れ
た
生
ご
み
を
自
家

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

・
町
内
に
お
い
て
処
理
容
器
等
を

購
入
す
る
方

申
請
の
方
法

次
に
掲
げ
る
も
の
を
そ
ろ
え
、

必
要
事
項
を
記
入
し
環
境
対
策
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
申
請
書
（
環
境
対
策
課
で
配
布

し
て
い
ま
す
）

②
領
収
書
（
購
入
日
、
購
入
者
の

氏
名
、
販
売
店
の
所
在
地
お
よ
び

名
称
、
な
ら
び
に
処
理
容
器
等
の

名
称
・
型
式
の
記
載
さ
れ
た
も
の
）

環
境
対
策
課

問�

いずれも購入金額に２分の１を乗じて得た額。�
ただし、100円未満の端数については、切り捨て。�

補助金限度額�
補助金の額等�

2,500円/１基�
１世帯２基まで�
1,000円/１基�
１世帯２基まで�
20,000円/１基�
１世帯１基まで�

コンポスト�

E M 式 �

電 気 式 �

町では、水道水を安心してご利用いただけるよう、検査項目・

頻度などを計画し定期的に検査を行い、安全を確認しています。

平成18年度の浄水水質検査計画につきましては、水道課窓口に

て配布および町ホームページに掲載しますのでご覧ください。

今後も安心して水をご利用いただけるよう努めてまいりますの

で、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

水道課�７２１‐５５５５問�

私
た
ち
の
身
近
な
公
共
下
水
道�

公
共
下
水
道
の
使
用
開
始
区
域
拡
大�
公
共
下
水
道
の
使
用
開
始
区
域
拡
大�

!!

平成18年度浄水水質検査について

生
ご
み�

処
理
容
器
等�

購
入
費
補
助
金�

生
ご
み�

処
理
容
器
等�

購
入
費
補
助
金�

上尾伊奈獣医師協会所属動物病院一覧表�
動物病院名� 住所� 電話番号�

加藤動物医院�
石井どうぶつ病院�
井上動物病院�
いわもと動物病院�
かない動物病院�
かわぐちペットクリニック�
かんだ動物病院�
動物病院くまごろう�
藤倉獣医科医院�
政木どうぶつ病院�

伊奈町小室6030�
上尾市中分5-230�
上尾市小泉377-97�
上尾市中妻2-16-8-103�
上尾市平塚2013-３�
上尾市今泉162-4�
上尾市上尾村956-5�
上尾市柏座2-3-10�
上尾市向山1-60-13�
上尾市上町1-9-3

７２１－１６３８�
７８６－４３６８�
７２６－００９０�
７７５－６４８１�
７７１－８０２２�
７８１－２２５７�
７７７－２５５５�
７７１－６４３７�
７８１－５５７７�
７７１－０１１１�


